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 所得⾦額と税⾦②不動産税務の所得制限 
ﾛｰﾝ控除も住宅資⾦贈与も 
（前号の続き）このように合計所得⾦額を
把握することが意外と厄介であるにもかかわ
らず、税務では様々な特例に所得制限が
設けられています。まずは不動産税務につ
いて確認していきましょう。 

まず皆さま馴染みのある住宅ローン控除に
ついては 2022年から所得制限 2000
万以下に縮小されています。また、登記簿
面積40㎡以上 50㎡未満の物件につ
いては所得制限が 1000万以下と厳しく
なります。留意点はこの所得制限は年ごと
に判定できるので、一時的な所得が出て所
得制限を超えてしまったとしてもローン控除
が適⽤できないのはその年だけで、所得制
限を超えない年は適⽤が可能となる点で
す。残念ながら適⽤できない年があったとし
ても合計 10-13 年の控除期間は延⻑さ
れませんので控除回数は減ってしまいます。 

また、住宅資⾦贈与についても上図のとお
りﾛｰﾝ控除と似た所得制限があり受贈者の
所得通常2000万以下、50㎡未満
1000万以下ですが、この特例は 1 回 

損益通算の特例も 
限りの「All or Nothing」となりますのでより
注意が必要です。特にこの特例をマイホーム
の買換え時に適⽤する場合、旧居の売却
で利益が出て所得制限に引っかかることが
多く気を付けなければいけません。前号のと
おりこの所得は 3000万控除前で判定さ
れますので仮に税⾦が⽣じなかったとしても
適⽤不可ということがあり気付きにくいので
す。このような場合には贈与日や売却日の
調整が必要になってきます。 

その他、マイホーム売却損が出た場合の損
益通算の特例でも所得制限3000万以
下となっています。この特例はマイホーム売却
損を給与などその他の所得と損益通算でき
るというもので通常買換え時に適⽤します。
給与等の所得が高い⼈ほど効果が高い制
度なので所得制限に引っかかる⼈が多いの
ですが、所得制限があるのは損益通算しき
れなかった売却損を売却の翌年以降の所
得と通算する「繰越控除」をする年のみで、
損益通算の年（＝売却初年度）はこの
所得制限はなく誰でも適⽤が可能です。 

今月のコメント 
中年の愚痴のようで少し書くのが憚
れるのですが、最近思うことは「態
度が⼤事」ということです。道を歩い
ていても電⾞の乗り降りでも最近は
態度が横柄というか、他⼈への心
遣いが無い⼈が増えたように感じま
す。例えば電⾞ではスマホに没頭し
て駅に着いたことに気付かず慌てて
出てくる⼈が増えたのですが、その
時に申し訳なさそうに、もしくは慌て
た感じをあえて出して出るべきだと
思うのですが、その感じを出したくな
い、という⼈が増えた印象です。さも
当然のように（気にしてない風に）
出てこられるとやはりイラっとしてしま
います。他にも横断歩道を歩いてい
る最中に赤信号になってしまった時
にせめて急いでいるふりをする、など
すべては態度だということです。原因
は国際化などいくつかあるのでしょう
が一番はネット社会になり⼈と⼈と
のコミュニケーションが希薄になってい
ることではないかと思います。レストラ
ンなども⼈⼿不⾜が慢性化してま
すが、私は店員さんの感じが良かっ
たりサービスが良かったりすることはも
はや味や⾦額と同じくらいの決め⼿
になっています(笑) 
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